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■西脇南中学校区 統合対象小学校 学校要覧（一部抜粋） 

 重 春 小 学 校 芳 田 小 学 校 

沿革 

明治６（1873）年  雄正（野村）・和暢学校（和布）設置 

明治24（1891）年  重春尋常小学校 

昭和27（1952）年  西脇市立重春小学校と改称 

昭和47（1972）年  野村町1795－185番地に校舎新築 

移転 

 

明治６（1873）年  飾磨県第５小区報新学校（明楽寺）青藍学校（合山） 

を設立 

明治22（1889）年  加西郡芳田村尋常小学校と改称 

昭和29（1954）年  西脇市と合併し、西脇市立芳田小学 

校と改称 

生徒数 

学級数 

１年：105 ２年：100 ３年：120 ４年：109 ５年：141 ６年：118 

３クラス  ３クラス  ４クラス  ３クラス  ４クラス  ４クラス 

 

全校生徒数：693名 

１年：８ ２年：12  ３年：11  ４年：16  ５年：２  ６年：14 

１クラス １クラス  １クラス  １クラス  １クラス  １クラス 

 

全校生徒数：63名 

教職員数 63名 21名 

校区教育目標 「自らの成長と地域の発展のために、考え、表現し、行動できる児童・生徒の育成」 

学校教育目標 
「自ら学び、こころ豊かにたくましく生きる児童の育成」 

～「縦横のつながりとまとまり」を意識した実践～ 
「元気で学ぶ 心豊かな子どもの育成」 

めざす児童像 

・自己を見つめ、相手を思い、主体的に行動する児童 

・楽しく学び、表現できる児童  【知】 

・心を合わせ、共に伸びる児童  【徳】 

・よく食べ、よく遊ぶ児童    【体】 

・自ら課題を見つけ、よく考え、すすんで行動できる子 

・生命の尊び、ふるさとや自然を愛し、思いやりのある心でみんなととも

に生きる子 

・活力があり、ねばり強くやりぬく子 

重点目標 

① 生きてはたらく学力の育成を図る 

② 特別活動を中心に、非認知能力の育成を図る。 

③ 健康な心を育て、安全に対する意識を高める。 

④ 南中学校区の園小中のつながりとまとまりを実現する。 

⑤ 組織的な生活指導（いじめ、不登校への対応）を推進する。 

⑥ 一人一人の教育的ニーズに応じた適切な特別支援教育を推進する。 

⑦ 教職員が心身ともに健康で、働きやすい職場環境づくりを推進する。 

① 学習指導の充実 … ＩＣＴの効果的活用を基にした個別最適な学びと

協動的な学びの一体的な充実 

② 生活指導の充実 … いじめ不登校課題の取組の充実 

③ 道徳教育・人権教育の充実 … 豊かな心の育成 

④ 特別支援教育の充実 … 教育の原点と位置付け、 

インクルーシブ教育システムの構築 

⑤ キャリア教育・体験活動の充実 …社会に触れる機会の充実 

⑥ 健康・安全・防災教育の充実 …健やかな体の育成 

⑦ 特別活動・総合的な学習の時間・外国語・外国語活動の充実 

… 非認知能力の育成 

⑧ 危機管理体制の充実… 家庭・地域から信頼される学校づくり 

日課表 

朝 の 会   ８：１５ ～  ８：２０ 

朝 の 学 習   ８：２０ ～  ８：３０ 

１ 校 時   ８：３５ ～  ９：２０ 

２ 校 時   ９：３０ ～ １０：１５ 

３ 校 時  １０：３５ ～ １１：２０ 

４ 校 時  １１：３０ ～ １２：１５ 

給食・昼休み  １２：１５ ～ １３：１５ 

清 掃  １３：１５ ～ １３：３０ 

５ 校 時  １３：３５ ～ １４：２０ 

６ 校 時  １４：３０ ～ １５：１５ 

読書・朝学   ８：１５ ～  ８：４０ 

立    腰   ８：４０ ～  ８：４１ 

朝の会・準備   ８：４１ ～  ８：５０ 

１ 校 時   ８：５０ ～  ９：３５ 

２ 校 時   ９：４０ ～ １０：２５ 

３ 校 時  １０：４５ ～ １１：３０ 

４ 校 時  １１：３５ ～ １２：２０ 

給食・昼休み  １２：２０ ～ １３：２０ 

清    掃  １３：２０ ～ １３：３５ 

５ 校 時  １３：４０ ～ １４：２５ 

６ 校 時  １４：３０ ～ １５：１５ 

クラブ・委員

会 

【委員会】生活委員会・広報委員会・放送委員会・図書委員会 

  給食委員会・保健委員会・体育委員会・学習園委員会・美化委員会 

  ベルマーク委員会 

【クラブ活動】バスケットボール・サッカー・バトミントン・ダンス 

ドッジボール/ドッジビー・陸上トレーニング/おにご・バレーボール 

野球/ソフトボール・パソコン・図工・手芸・漫画/イラスト 

オセロ/将棋・ボードゲーム   令和７年度15クラブ：年間５回 

【委員会】 

  文化委員会・健康委員会・放送委員会・環境委員会 

  給食委員会・生活委員会 

【クラブ活動】 

 「芳田の達人に学ぼう」 

   茶道・華道・木工・編み物・いちごの苗植え・グランドゴルフ 

              ６講座：年１回（１月下旬から２月上旬） 

主な年間行事 

４月 始業式・入学式・離任式・発育測定・健康診断・参観日 

５月 遠足・個別懇談・交通安全教室・健康診断・避難訓練 

６月 参観日・健康診断・プール水泳・資源回収・自然学校 

７月 個別懇談・大掃除・終業式 

８月 学校閉庁日・ＰＴＡ奉仕作業 

９月 始業式・避難訓練・発育測定 

１０月 修学旅行・運動会 

１１月 ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ・音楽会・ﾏﾗｿﾝ前診断・就学時健康診断 

１２月 ﾏﾗｿﾝ大会・個別懇談・大掃除・終業式 

 １月 始業式・資源回収・避難訓練・防災集会・発育測定・入学説明会 

 ２月 参観日・体験入学・６年生を送る会 

 ３月 感謝の集い・６年生奉仕作業・卒業式・修了式 

４月 始業式・入学式・離任式・避難訓練・個人懇談・発育測定 

５月 遠足・ﾘｻｲｸﾙ活動・交通安全教室・歓迎集会・健康診断 

６月 ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ・朗読会・プール水泳・自然学校 

７月 ﾘｻｲｸﾙ活動・個別懇談・大掃除・１学期を振り返る会・終業式 

８月 学校閉庁日・ＰＴＡ奉仕作業 

 ９月 始業式・ﾘｻｲｸﾙ活動・親子人権・人権講演会・発育測定 

１０月 修学旅行・運動会 

１１月 ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ・音楽会・避難訓練・ﾏﾗｿﾝ前・就学時健康診断 

１２月 ﾏﾗｿﾝ大会・個別懇談・大掃除・２学期を振り返る会・終業式 

 １月 始業式・ﾘｻｲｸﾙ活動・1.17防災集会・避難訓練 

 ２月 参観日・体験入学・入学説明会 

３月 大掃除・１年を振り返る会・卒業式・修了式 

立腰…腰骨を立てて背 

筋を伸ばした、正しい

姿勢で座ることで心

身のバランスを整

え、集中力や持続力

を高める。 

１０分 
５分 

【資料６】 
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 重 春 小 学 校 芳 田 小 学 校 

校歌 

１ 金光山に朝がきて 緑さやかな松のかげ 赤いおやねがひかってる 

そうだ呼んでるぼくたちを 窓の小鳥も咲く花も 

２ ほきの崎から吹いてくる 加古の川風南風 晴れて明るい丘の上 

  そうだ歌およわたしらの 高い希望をまごころを 

３ 鳴尾の森にこだまする 汽笛はさえて北南 

  そうだえがこよぼくたちの 理想の夢を花園を 

１ 紫匂う山なみの 彼方に高き角尾山 

嶺の朝日のかがやきに 希望はおどる君と僕 

２ 播磨の刀目が物語り 伝えてゆかしみかの坂 

かえりみすれば窓に咲く 花も蕾もあねいもと 

３ みどりは香る八つの里 山幸野幸くさぐさの 

  恵みに生きるよろこびを たたえてともに進まなむ 

ＰＴＡ規約 

第５条 役 員 

本会に次の役員をおく。 

１．会 長 １名  ２．副会長 ３名  ２．書 記 １名 

４．会 計 ２名  ５．会計監査 ２名  ６．委 員 若干名 

７．常任委員 14名  ８．顧 問 ２名（前会長、前々会長） 

９．学級役員 各学級２名 

 ※野村１区、野村２区、野村３区、野村４区、野村５区、野村６区 

  茜が丘、和布、高松、板波・旭ヶ丘、平野、谷、和田、高田井 

役員の任期は１ヶ年とする。但し、再任は妨げない。尚、会長・副会 

長の役職については再任しない。 

第６条 役員の選出 

１．次年度会長、副会長は、年度末までに、次年度の委員による委員会に

おいて委員の中より選出決定し、総会の承認を得るものとする。 

２．書記、会計、会計監査は、会長の委嘱による。 

３．委員は各地区別に会員より選出する。 

４．常任委員は各地区別に委員より選出する。 

５．学級委員は各学級の正会員より選出する。 

第６章 役 員 

第11条 この会の役員を次のとおりとする。 

 ⑴ 会  長 １名 

 ⑵ 副 会 長 ２名（校長１名を含む） 

 ⑶ 会  計 ２名（内学校１名を含む） 

 ⑷ 事務局長 １名 

 ⑸ 事 務 局 １名（学校） 

第12条 役員に年度初めの地区委員会で会員中より推薦し、総会で承認

する。 

 役員に欠員を生じた場合は、地区委員会の議を得て、後任委員を決定

し、残りの期間その任にあたる。 

第13条 役員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 

第９章 委員会 

第24条 本会に委員会を置く。 

第25条 委員会は各地区委員並びに学校教師をもってこれを構成する。 

第26条 委員会は本会目的達成のための重要事項について協議しこれが

中核となる。 

第27条 地区委員は各地区より選出され、男女各１名で構成される。 

ただし評議委員会の承認を経て増減することができる。 

 


